
市報 みなみ魚沼　平成30年5月1日発行 14

「 雑 がみ」を リ サイクルしましょう
【問合せ】廃棄物対策課 廃棄物対策係　☎782−0339

雑がみとは

新聞紙 紙パックダンボール シュレッド紙

雑がみを分別すると
「雑がみ」とはチラシ、紙袋、紙箱、封筒など、

新聞紙・ダンボール・紙パック・雑誌以外のリサ
イクルできる紙のことです。

雑がみを分別してみましょう いらなくなった紙を「雑がみ」として出せるもの、出せないものに
分別をしてみましょう。

出し方 紙袋に入れてしばるか、雑誌などにはさんで、次のいずれかの方
法で出してください。
①古紙類の収集日にごみステーションに出す
②地域の廃品回収に出す
③市可燃ごみ処理施設（大和地域はエコプラント魚沼）へ持ち込む

　「もえるごみ」（大和
地域は「燃やせるごみ」）
の収集日にごみステー
ションに出してください。

「雑がみ」以外に古紙類として出せるもの
種類ごとにひもでしばるなどして出してください。

雑がみは分別して「古紙類」として出すことで、
新たな紙製品に生まれ変わります。また、可燃ご
みの量が減り、指定ごみ袋の節約にもなります。

「雑がみ」として出せないもの

においのついた紙（洗剤
や線香の箱など）

粘着物のついた封筒や圧
着はがき

アルミ加工されている紙
（酒パックなどの裏が銀
色のもの）

感熱紙（レシート、ファッ
クス用紙など）

防水加工された紙（紙
コップなど）

写真や写真プリント用紙

油や汚れのついた紙
（ケーキの箱、ティッシュ
など）

カーボン紙（宅急便の伝
票など）

「雑がみ」として出せるもの

お菓子などの紙箱（開い
てください）

ティッシュ箱（取り出し
口のフィルムは取り外
す）

包装紙

コピー用紙、メモ紙、
はがき

包装紙紙袋（紙以外の取っ手は
取り外す）

トイレットペーパーや
ラップの芯

紙封筒（セロハンは取り
外す）

カレンダー（金属部分は
取り外す）


